
交野市生活援助員雇用促進助成金交付事業 

 

○目的                                         

 

介護人材確保を目的として、市内の生活援助型訪問サービス（Ａ３）提供事業所が、新た

に生活援助員を雇用した際に、実際に勤務できるまでに指導や研修等所用の経費が必要とな

ることから、事業所に対し、助成金を交付するものです。 

 

○交付対象事業者                                     

 

下記のすべての条件に該当する事業者が対象です。 

（１）申請日において、介護サービス事業所が市内に所在している。 

（２）令和６年４月１日以降に、市内に所在する介護サービス事業所において、生活支援サ

ービス（調理、掃除、買い物など）の提供を行うことを目的とし、新たに生活援助員を

雇用し、継続して雇用予定である。 

（３）当該生活援助員が週に１回以上就労している。 

（４）ほかの同種の助成金等の支給を受けていない。 

 

○助成金の額                                       

 

新たに雇用した生活援助員１人あたり３万円を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面もあります 



○交付の流れ                                 

 

①市に申請書を提出 

申請者は、生活援助員を新たに雇用した日から６か月以内に、「交野市生活援助員雇用促進

助成金交付申請書」（様式第１号）に雇用契約書など、雇用した事実が分かる書類の写しを

添えて、高齢介護課に提出してください。 

 

②市から事業者に決定通知を送付 

高齢介護課にて、交付要件を審査の上、助成金の交付の適否について決定し、「交野市生活

援助員雇用促進助成金交付・不交付決定通知書」（様式第２号）により、申請者に通知しま

す。 

 

※決定内容に変更が生じた場合 

「交野市生活援助員雇用促進助成金変更交付申請書」（様式第３号）を高齢介護課に提出して 

ください。 

高齢介護課から、「交野市生活援助員雇用促進助成金変更交付・不交付決定通知書」（様式第 

４号）により、申請者に通知します。 

 

③市に実績報告書を提出 

生活援助員を雇用した日から起算して６か月経過後、６か月以内に「交野市生活援助員雇

用促進助成金実績報告書」（様式第５号）に６か月以上雇用していた事実が分かる書類の写

しを添えて、高齢介護課に提出してください。 

 

④市から事業者に確定通知を送付 

高齢介護課にて、実績報告の内容を審査の上、「交野市生活援助員雇用促進助成金確定通知

書」（様式第６号）により、申請者に通知します。 

 

⑤市に請求書を提出 

「交野市生活援助員雇用促進助成金請求書」（様式第７号）を高齢介護課に提出し、助成金を

請求してください。 

※助成金を請求できる期間は、交付決定日の翌日から起算して１年以内とします。 

 

⑥助成 

指定口座に助成金を振り込みます。 

                  交野市福祉部高齢介護課 

電話：０７２－８９３―６４００（代表） 


